
なお、期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や
納税通知書などで必ず確認をしてください。
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４月
□　給与支払報告に係る給与所得者異動届

出
　４月１日現在で給与の支払を受けな
くなった者があるときは４月15日までに
関係の市町村長に要届出

□　公共法人等の道府県民税及び市町村民
税均等割の申告

　　　申告期限…４月30日（道府県及び市町村）
□　軽自動車税の納付
　⑴　賦課期日…４月１日
　⑵　納期限…４月中において市町村の条

例で定める日
□　固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付
　　　納期限…４月中において市町村の条

例で定める日
□　３月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…４月10日
□　２月決算法人の確定申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・（法人事
業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…４月30日
□　２月、５月、８月、11月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…４月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…４月30日
□　８月決算法人の中間申告〈法人税・消費

税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉（半期分）

　　　申告期限…４月30日
□　消費税の年税額が400万円超の５月、８

月、11月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税、地方消費税〉

　　　申告期限…４月30日
□　消費税の年税額が4,800万円超の１月、２
月決算法人を除く法人の１月ごとの中間
申告（12月決算法人は２ヵ月分）〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…４月30日
□　固定資産課税台帳の縦覧期間
　　　４月１日から20日又は最初の固定資
産税の納期限のいずれか遅い日以後の
日までの期間

□　固定資産課税台帳への登録価格の審
査の申出の期間

　　　市町村が固定資産の価格を登録した
ことを公示した日から納税通知書の交
付を受けた日後60日までの期間等

□　特別農業所得者の承認申請
　　　申請期限…５月15日
□　個人の道府県民税・市町村民税の特別
徴収税額の通知

　⑴　通知方法…特別徴収義務者経由、納税
義務者へ通知

　⑵　通知期限…６月１日
□　自動車税の納付
　⑴　賦課期日…４月１日
　⑵　納期限…５月中において都道府県の

条例で定める日
□　鉱区税の納付
　⑴　賦課期日…４月１日
　⑵　納期限…５月中において都道府県の

条例で定める日
□　４月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額の納付

　　　納期限…５月11日
□　３月決算法人の確定申告〈法人税・消費

税・地方消費税・法人事業税・（法人事
業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…６月１日
□　３月、６月、９月、12月決算法人・個人事業
者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月１日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に
係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月１日
□　９月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・

地方消費税・法人事業税・法人住民税〉
（半期分）

　　　申告期限…６月１日
□　消費税の年税額が400万円超の６月、９

月、12月決算法人・個人事業者の３月ごと
の中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月１日
□　消費税の年税額が4,800万円超の２月、

３月決算法人を除く法人・個人事業者の
１月ごとの中間申告（１月決算法人は
２ヵ月分、個人事業者は３ヵ月分）〈消費

５月

税・地方消費税〉
　　　申告期限…６月１日
□　確定申告税額の延納届出に係る延納税

額の納付
　　　納期限…６月１日

□　所得税の予定納税額の通知
　　　通知期限…６月15日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の
納付（第１期分）

　　　納期限…６月、８月、10月及び１月中
（均等割のみを課する場合
にあっては６月中）において
市町村の条例で定める日

□　５月分源泉所得税・住民税の特別徴収
税額・納期の特例を受けている者の住
民税の特別徴収額（26年12月～27年５
月分）の納付

　　　納期限…６月10日
□　４月決算法人の確定申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・（法人事
業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…６月30日
□　１月、４月、７月、10月決算法人の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…６月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月30日
□　10月決算法人の中間申告〈法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉（半期分）

　　　申告期限…６月30日
□　消費税の年税額が400万円超の１月、７
月、10月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月30日
□　消費税の年税額が4,800万円超の３月、
４月決算法人を除く法人・個人事業者の
１月ごとの中間申告（２月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…６月30日

６月
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税制改正のあらまし速報版〈抜粋〉

平成２7年度上期 「税務説明会」日程表
決算税務説明会
4/14(火)　 14:00～16:00（渋川ブロック）
 渋川市金島ふれあいセンター
4/22(水)　 14:00～16:00（群馬ブロック）
 高崎市市民活動センター(ソシアス)
5/13(水)　 14:00～16:00（榛名・倉渕）
　　　　　榛名商工会館
5/14(木)　 14:00～16:00（高崎ブロック）
　　　　　高崎市総合福祉センター
5/18(月)　 14:00～16:00（安中・松井田）
　　　　　安中市文化センター
7/28(火)　 14:00～16:00（高崎ブロック）
　　　　　高崎市総合福祉センター
9/15(火)　 14:00～16:00（高崎ブロック）
　　　　　高崎市総合福祉センター

新設法人税務説明会
4/15(水)  14:00～16:00
　　　　　高崎市総合福祉センター
9/ 9(水)  14:00～16:00
　　　　　高崎市総合福祉センター

改正税法普及説明会
5/15(金) 　 16:00～17:00（吉井）
 吉井商工会館
6/ 9(火)　 14:00～15:30（高崎）
　　　　　ビエント高崎
6/12(金)　 14:00～15:30（榛名・倉渕）
　　　　　榛名商工会館
6/15(月)　 14:00～15:30（安中・松井田）
　　　　　安中市文化センター
6/16(火)　 14:00～15:30（高崎）
　　　　　高崎市産業創造館
6/17(水)　 14:00～15:30（群馬ブロック）
　　　　　南部コミュニティーセンター
6/18(木)　 14:00～15:30（渋川ブロック）
　　　　　渋川市金島ふれあいセンター
6/24(水)　 14:00～15:30（高崎）
　　　　　高崎市総合福祉センター
5月中旬 　 新町地区会
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日時：平成27年５月26日(火)
　　　午後４時～
場所：高崎ビューホテル
　　　（高崎市柳川町70）

議　　案：①平成26年度収支決算承認の件
　　　　　②任期満了による役員改選の件
報告事項：・平成26年度事業報告
　　　　　・平成27年度事業計画及び収支予算
　　　　　・公益目的支出計画実施報告書

平成27年度  定時総会のご案内
（ご欠席の場合も、総会の出欠通知は、必ずご返信ください。）
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　快適で安全な生活が営めるように、国や県・市町村は教育・文化の振興、道路整備、福祉など、個人の経済力や責
任でまかなうことのできない公共サービスや公共施設を提供しています。
　「税」が社会に活かされている様子を写真で表現していただきました。

ふれあい写真コンテスト



ふれあい写真コンテスト



主催：高崎税務署管内　税務協力団体連絡協議会
一般社団法人高崎法人会（主幹）、高崎税務署管内納税貯蓄組合連合会、
高崎税務署管内青色申告会連合会、群馬県酒造組合高崎支部、高崎小売酒販組合、
高崎間税会、関東信越税理士会高崎支部

後援：高崎市、渋川市、安中市、吉岡町、榛東村、高崎税務署、高崎行政県税事務所、
渋川行政県税事務所

協賛：群馬県写真材料商組合高崎支部、株式会社フジカラープロフォトセンター

　税に関係なく、「ふれあい」や「社会貢献」に関するこ
とをテーマに作品をご応募頂きました。

ふれあい写真コンテスト



最近の話題から



最近の話題から

法人会会員企業にお勤めの皆様には、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

0120-876-505

がん保険なら 医療保険なら



経営のヒント



経営のヒント



経営のヒント
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健康情報
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税務署コーナー
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税務署コーナー



群馬県からのお知らせ

法人の県民税・法人の事業税・地方法人特別税の税率改正について
　地方税法等の改正により、法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税
の税率について、下表のとおり改正が行われました。

事業年度開始日によって、下表のとおり適用される税率が異なります。
ご確認の上、申告いただきますようお願いいたします。

お願い

１　法人の県民税

区　　　分
事業年度開始日

Ｈ26.9.30
以前

Ｈ26.10.1
以後

5.8％
（注）

４％
（注）

５％ 3.2％

超過税率

標準税率

①資本（出資）金の額が１億円を超える法人
②法人税額が年 1,000 万円を超える法人
③保険業法に規定する相互会社
①～③以外の法人

泫　①～③の法人につ
いては県民の安心・
安全な暮らしを実現
するための群馬県独
自の施策をさらに推
進するため､標準税率
に0.8％上乗せする超
過課税に御協力をい
ただいています。

事業年度開始日
Ｈ26.9.30
以前
1.5％
2.2％
2.9％
2.9％

H26.10.1～
H27.3.31
2.2％
3.2％
4.3％
4.3％

H27.4.1～
H28.3.31
1.6％
2.3％
3.1％
3.1％
0.72％
0.3％

H28.4.1
以後
0.9％
1.4％
1.9％
1.9％
0.96％
0.4％

２　法人の事業税

区　　　分

所得のうち年400万円以下の金額
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額
所得のうち年800万円を超える金額
３以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

収入割

所
得
割

所得のうち年400万円以下の金額
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額
所得のうち年800万円を超える金額

所
得
割 資本（出資）金の額が1,000万円以上で３以上

の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得
所得のうち年400万円以下の金額
所得のうち年400万円を超える金額所

得
割 資本（出資）金の額が1,000万円以上で３以上

の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

0.48％
0.2％

2.7％
4.0％
5.3％

2.7％
3.6％

5.3％

3.6％

0.7％

3.4％
5.1％
6.7％

3.4％
4.6％

6.7％

4.6％

0.9％

付加価値割
資本割

外形標準課税
対 象 法 人
（資本（出資）金 が１
億円超の普通法人）

一 般 法 人
（外形標準課税対象 
法人を除く。）

特 別 法 人
（協同組合、信用 金
庫、医療法人等）

電気･ガス供給業、保険業

事業年度開始日
Ｈ26.9.30
以前
148％
81％

81％

H26.10.1～
H27.3.31
67.4％

H27.4.1～
H28.3.31
93.5％

H28.4.1
以後
152.6％

43.2％

43.2％

３　地方法人特別税

区　　　分

外形標準課税対象法人
一般法人（外形標準課税対象法人を除く）
特別法人（協同組合、信用金庫、医療法人等）
電気・ガス供給業、保険業

課税標準

法人事業税の所得割額

法人事業税の収入割額

予 定 申 告 額
前事業年度の法人税割額×3.8÷前事業年度の月数法人の県民税（法人税割）

前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×４地方法人特別税

前事業年度の法人の事業税額÷前事業年度の月数×7.5
（所得割、付加価値割、資本割及び収入割ごとに計算）法人の事業税

区　　　分

詳しくは、高崎行政県税事務所（ＴＥＬ０２７－３２２－６２９７）へお問い合わせください。

※　平成26年10月１日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告額は、次のとおり計算します。



おしらせ

高崎法人会 会員証の発行について

法人会会員企業にお勤めの皆様には、お一人からでも集団取扱の割安な保険料でご加入いただけます。

0120-876-505

がん保険なら 医療保険なら



リンクご希望の方は、必要事項をお書きの上、
次のメールアドレスにお申込ください。
office@takasaki-hojinkai.com

件名：リンク希望

　必要事項　①法人名　②法人名ふりがな
　　　　　　③所在地　④電話番号
　　　　　　⑤ＵＲＬ　⑥ＰＲ文章（200 文字以内）

厚生委員会からのお知らせ

企業の安定した経営のために
法人会の福利厚生制度は

企業の皆様が安心して経営に取り組めるよう
病気、事故、労災等に備えた保障制度です

お問い合わせ先
高崎法人会　事務局　☎027-363-4526

もしものときの企業防衛に……

経営者大型総合保障制度
【大同生命保険㈱・ＡＩＵ損害保険㈱】

貸し倒れや与信管理に……

中小企業向け貸倒保障制度
【三井住友海上火災保険㈱】

会社の発展のため、
法人会の福利厚生制度を上手くご活用いただければ幸いです。

がんや病気などの治療に備えて……

法人会がん保険Ｄａｙｓと
医療保険新Ｅｖｅｒ
【アフラック】

万一の労災事故に備えて……

ハイパー任意労災　アットワーク
【ＡＩＵ損害保険㈱】

※法人会の福利厚生制度は、専門の保険会社に委託しています。



第１部

※その他の優秀作品はP.5～7に掲載してあります。

第２部

推薦

推薦

クリック!!クリック!!クリック!!

ネットorファックス予約。
オフィス・自宅に届く。
※ご希望の場所へお届けします。

ポストへ返却。
※セミナーが終わったら専用
　封筒で最寄りのポストへ投
　函してください。

〒➡ ➡

お申込方法・お問合せ

高崎法人会ホームページより、専用ページへアクセス、
もしくは事務局までお問い合わせください。

HP：http://www.takasaki-hojinkai.com/　　TEL:027-363-4526 

検索高崎法人会

利用可能セミナー

150本以上!!
利用可能セミナー

150本以上!!

１．当会ＨＰ上バナーより専用ページへ。
２．ログイン

初回、利用登録が必要です。
登録後、ＩＤとパスワードが発行されます

３．見たいセミナーをお選び下さい。

ご
利
用
方
法

※非会員の方もご利用いただけますが、利用可能コンテンツに制限があります。
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表紙説明はP.26表紙説明はP.26

「ＡＥＤのＰＲ」「ＡＥＤのＰＲ」第10回記念特別賞第10回記念特別賞
紙表表紙

河内　清（桐生市）河内　清（桐生市）第10回記念特別第10回記念 賞第10回記念特別賞第10回記念特別賞特別賞第10回記記念念特別別賞賞

ふれあい写真コンテストふれあい写真コンテスト

高崎地区会　渋川地区会　安中地区会　群馬地区会　榛名地区会 松井田地区会 伊香保地区会 箕郷地区会
吉岡地区会　榛東地区会　子持地区会　倉渕地区会　新町地区会　北橘地区会　赤城地区会　吉井地区会

平成26年度 第10回 
「ふれあい写真コンテスト」優秀作品紹介

 ≪速報版≫ 
平成27年度 税制改正のあらまし

エイジフリーに人材戦略は対応できるか平成27年１月からの
相続税・贈与税はどう変わった？


